
健康経営度調査における
安全衛生情報の
開示項目の提案

産業医科大学

産業生態科学研究所 産業保健経営学

森晃爾/永田智久



健康経度調査の範囲

①経営理念・方針

②組織体制

⑤法令遵守・リスクマネジメント

③制度・
施策実行

④評価
・改善

健康経営度調査票の設計と改善

安全・健康配慮義務

疾病管理・疾病予防

ヘルスプロモーション

活力向上

• 長時間労働

• 職業性ストレス

• 労災事故

• 有害要因による

健康障害
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Ⅱ. 社内外への情報開示
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Q##. 労働安全衛生の推進に関して、以下の内容を社外に公開していますか。（いくつ
でも）

労働安全衛生方針

労働安全衛生の組織・管理体制

労働安全衛生マネジメントシステム等の導入の有無

労働安全衛生に関する労働者への教育の実施状況

労働安全衛生に関する労使での協議の場・コミュニケーションの状況（安全衛生委員
会等）

労働災害の度数率*または強度率**

労働災害件数

死亡災害件数・死亡者数

いずれも公開していない

提案

* 度数率＝100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数

** 強度率＝100万延実労働時間当たりの労働損失日数
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GRI 403: 労働安全衛生 2018

1. マネジメント手法の開示事項

開示事項 403-1 労働安全衛生マネジメントシステム

開示事項 403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査

開示事項 403-3 労働衛生サービス

開示事項 403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション

開示事項 403-5 労働安全衛生に関する労働者研修

開示事項 403-6 労働者の健康増進

開示事項 403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防
止と緩和

2. 項目別の開示事項

開示事項 403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者

開示事項 403-9 労働関連の傷害

開示事項 403-10 労働関連の疾病・体調不良
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https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

非財務情報可視化研究会
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https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf


人的資本可視化指針
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・指針は、特に人的資本に関する資本
市場への情報開示の在り方に焦点を当
てて、既存の基準やガイドラインの活用
方法を含めた対応の方向性について包
括的に整理した手引きとして編纂。企業
が自社の業種やビジネスモデル・戦略に
応じて積極的に活用することを推奨

• 「人材戦略」の在り方について提言した
「人材版伊藤レポート（2020年9月）」
及び「人材版伊藤レポート2.0（2022年
５月）」と併せて活用することで相乗効
果が期待できる

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

非財務情報可視化研究会

1 リーダーシップ 11 精神的健康

2 育成 12 身体的健康

3 スキル/経験 13 安全

4 エンゲージメント 14 労働慣行

5 採用 15 児童労働/強制労働

6 維持 16 賃金の公正性

7 サクセッション 17 福利厚生

8 ダイバーシティ 18 組合との関係

9 非差別 19 コンプライアンス/倫理

10 育児休暇
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https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf


SDGsの構成
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目標8: 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ
ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

SDGsの構成 例(目標・ターゲット・評価指標)

17の目標

169のターゲット

244の評価指標

8.8: 移住労働者, 特に女性の移住労働者や不安
定な雇用状態にある労働者など, 全ての労働者の
権利を保護し, 安全・安心な労働環境を促進する。

8.8.1: 致命的及び非致命的な労働災害の発生率
(性別, 移住状況別)

8.8.2: 国際労働機関(ILO)原文ソース及び国内の
法律に基づく, 労働権利(結社及び団体交渉の自
由)における国内コンプライアンスのレベル(性別, 移
住状況別)

ローカル指標例
・度数率/強度率/死亡災害件数

・超過労働時間/就業者数 7



第14次労働災害防止計画（案）

２ 安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性

（５）事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発の重要性

• 誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業

者及び発注者のほか、労働者、消費者・サービス利用者など、全ての関係者が

安全衛生対策について、自身の責任を認識し、真摯に取り組むことが重要である。

(中略)

• その上で、事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むよう、安全衛生対策に

取り組むことが、事業者にとって経営や人材確保・育成の観点からもプラスとなる

ことを周知する等、事業者による安全衛生対策の促進と社会的に評価される環

境の整備が必要である。そのための具体的な方策として、

• 「労働災害の発生件数・割合、死亡数等」、「健康・安全関連取組等」など

人的資本への投資の可視化による事業者自らの情報開示

• 安全衛生対策に取り組む事業者を国が認定する取組等を通じて、民間の

商取引などでもこれら事業者が優先的に選ばれる社会的理解の醸成

などが考えられる。
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情報源

• 厚生労働科学費補助金「労働災害防止対策の推進とESG投
資の活用に資する調査研究(20JA1005)」(2020-2022年度)の
助成により実施した
• 代表: 永田智久

• 分担: 金藤正直(法政大学), 森晃爾, 永田昌子(産業医大)

• 協力: 三柴丈典(近畿大学), 下田屋毅(CSRコンサルタント), 荒井勝(日
本サステナブル投資フォーラム)
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